






別表（第６条関係） 

補助の種類 補助対象路線 補助対象経費 補助金の算定方法 
（千円未満は切り捨て） 

路線維持費 
（補填分） 
補助金 
 

国庫補助金交付要綱第 12 条

に基づき交付決定及び額の確

定をされた系統であって、県補

助金交付要綱第５条及び同要

綱第１２条の交付申請を行う

系統とする。 
 

補助対象経常費用と経常収益の差額から国庫補助金交付要綱及

び県補助金交付要綱に基づき交付決定及び額の確定をされた補助

金の額の和を除いた額 
 

補助対象経費×{（補助対象路線の市内における系統キロ数－１

㎞）+１㎞／関係する市町村の数}／補助対象路線の起点から終点

までの系統キロ数 
 ただし、千円未満切り捨てることにより、国庫補助金交付要綱

及び県補助金交付要綱に基づく補助金の対象外となる場合は、別

に定める調整額を加算するものとする。 

路線維持費 
（引上げ分） 
補助金 
 

国庫補助金交付要綱別表４

の基準の欄に定める基準（ホを

除く。）に適合する系統のうち

１日当たりの輸送量が１５人

に満たない系統であって、県補

助金交付要綱第５条の交付申

請を行う路線とする。 
 
 

 輸送量１５人以上を満たすために要する運送収入相当額と経常

収益との差額とする。 
補助対象経費×{（補助対象路線の市内における系統キロ数－１

㎞）+１㎞／関係する市町村の数}／補助対象路線の起点から終点

までの系統キロ数 
 

 
 


